
令和４年第１２回 琴浦町教育委員会定例会 日程

と き：令和４年１１月３０日（水）13:30～

ところ：まなびタウンとうはく 第 1会議室

１ 開 会

２ 議事録署名委員の指名

（黒松委員、新田委員）

３ 教育長報告

４ 各課報告

５ 議 事

議案第 24 号 琴浦町スポーツ推進委員の任命について

議案第 25 号 令和 4年度（12 月定例議会）補正予算要求について

議案第 26 号 赤碕中学校学校運営協議会委員の任命について

６ 報告事項

７ その他

８ 閉 会

次回定例会：令和４年１２月 日（ ） 時 分～



11 月定例教育委員会資料

2022/11/30

１ 行事報告等

１０月２６日(水) 計画訪問（赤碕小学校 9:00~11:10）
１０月２９日(土)・３０日(日) 琴浦町民文化祭

１０月３０日(日) 下郷公民館まつり、成美地区公民館ぬくもり商店街

１１月 １日(火) 定例校長会

第３回琴浦町コミュニティ・スクール推進委員会（15:00~ ）

１１月 ３日(木) 東伯中学校文化祭

１１月 ４日(金) 計画訪問（浦安小 9:00~11:10）
１１月 ５日(土) 東伯文化センター子ども食堂

１１月 ７日(水) 赤碕中学校コロナ感染クラスター調査班来校

１１月 ８日(火) 計画訪問（東伯中 10:05~12:10）
１１月 ９日(水) コトウラ給食

１１月１０日(木) 中部中学校自然科学発表会（まなタン）

１１月１１日(金)～１３日(日) 浦安公民館作品展 人権標語表彰式(東伯中学校)

１１月１２日(土) 赤碕中学校文化祭（中止）

１１月１５日(火) 第２回図書館協議会

１１月１７日(木) 計画訪問（船上小 10:00~12:00）
第 2回県市町村教育行政連絡協議会（東部庁舎 5階講堂）

１１月１８日(金) 計画訪問（八橋小 全体会 13:40~16:10）
１１月１９日(土)・２０日(日) とうはく部落解放文化祭

１１月２１日(月) 計画訪問（赤碕中 10:05~12:10）
１１月２２日(火) 町 PTA 連合会福本町長さんとの懇談会

１１月２３日(水) 女性模擬議会（男女共同参画推進会議 10:00~12:00）まなびタウン
１１月２４日(木) 計画訪問（聖郷小 13:25~15:30）

八橋小学校コロナ感染クラスター調査班来校

１１月２５日(金) マルイ小学校へ寄付

１１月２８日(月) 定例校長会

１１月３０日(水) 定例教育委員会(13:30~ )

総合教育会議(15:00~ )

２ 今後の予定

１２月 ６日(火) 学校安全委員会

１２月 ７日(水) 人権標語表彰式(船上小学校)

１２月 ８日(木) 議会初日

１２月２０日(火) 議会最終日

１月 ３日(火) 二十歳を祝う会

１月１２日(木) 定例校長会

３ その他

終業式 東伯中学校 １２月２２日 小学校・赤碕中学校 １２月２３日

始業式 中学校 １月６日 小学校 １月１０日



校区外・区域外就学の承認について

次のとおり、琴浦町立小学校及び中学校の校区外就学等に関する認定要綱(平成 20 年教育委員会

訓令第３号)第２条第１項の規定に基づき承認しました。

【校区外就学】

【区域外就学】

〈参考〉

琴浦町立小学校及び中学校の校区外就学等に関する認定要綱(平成 20 年教育委員会訓令第３号）

（認定要件）第２条

(1) 学年中途等の転居の場合 (2) 新築等により転居予定先区域の学校に就学する

場合(転居先住所が確定している場合に限る。)

(3) 小学生の保護者が共に仕事に従事し、児童の下校

後、自宅に保護者がいない事情にある者で、預かり

先所在地の指定校に就学を希望する場合

(4) 児童生徒の心身の事情、いじめ、不登校等によ

り、指定校へ通学することが困難であり、当該事情

に即応した他の学校への就学を希望する場合

(5) 通学の利便性など地理的事情による場合 (6) DV、家庭事情等により、住民票の異動手続がで

きない場合

(7) 部活動等学校独自の活動による場合 (8) 兄弟姉妹が指定校を変更し、通学している学校

への就学を希望する場合

(9) 校区外就学の承認を受けている児童が、当該区域

への中学進学を希望する場合

(10) 校区外就学の事由の解消に伴い、指定校が変更

となる場合に、周囲の環境又は友人関係を維持する

ため、今まで通っていた学校に引き続き通学を希望

する場合

番

号
学年

校区外

就学校
指定校

校区外

就学期間
住所

認定

要件
備考

１ 小４ 赤碕小学校 船上小学校
令和 4年 10 月 25 日～
令和 7年 3月 31 日

琴浦町出上 （１） 新規

番

号
学年

区域外

就学校
指定校

区域外

就学期間
住所

認定

要件
備考

１ 小６ 聖郷小学校
日吉津村立

日吉津小学校

令和 4年 11 月 9 日～
令和 5年 3月 31 日まで

日吉津村富吉 （２） 新規



まちづくりセンター化について

企画政策課

社会教育課

１ 趣旨

人口減少や高齢化を背景として、空き家増加や担い手の減少、地域のつながりの希薄

化等の地域課題が顕在化している。

地区公民館単位で地域住民の参画による地域づくりを行う「まちづくりセンター」化

を推進することでこれらの課題解決を図る。

同センターでは、これまで地域で行ってきた社会教育の推進に加え、福祉や防災など

多様化する地域の課題を行政と、そこに住む住民の力をあわせて解決していこうとする

地域づくりの新たな形を形成する。

２ スケジュール予定

３ まちづくりセンター制度概要

●町内９地区に町が「まちづくりセンター」設置（設置条例案後述）

●地域住民組織による「まちづくりセンター」運営

（１）住民参画による住民組織の設立・運営

（２）指定管理者制度により運営

・地域活動推進

・施設管理

・事務局員雇用（給与・昇給は町会計年度職員に準ずる）

時 期 内容

Ｒ５年３月 「まちづくりセンター設置条例」議案上程

４月～
地域組織による事業運営開始（古布庄、以西、安田地区を予定）

※センター長およびセンター職員は、会計年度任用でスタート

６月 センターの指定管理者の選定 議案上程（古布庄地区）

１０月～
指定管理の開始（古布庄地区）

※センター長およびセンター職員を地域組織雇用に転換

１２月 センター指定管理者の選定 議案上程（以西、安田地区）

Ｒ６年４月
指定管理の開始（以西、安田地区）

※センター長およびセンター職員を地域組織雇用に転換

Ｒ５～６年度 地区ごとにセンター化推進

Ｒ８年３月 全地区センター化（目標）



●指定管理料、まちづくり交付金、地域づくり補助金の３つで財政面を支援

４ まちづくりセンターによる地域活動

従来の公民館活動では困難であった営利活動を含め、地元住民で組織する団体が企

画・運営することにより地域の実情に即した主体的な活動を実施

町支出形態 内 容

○指定管理協定

【指定管理業務】

・センター長雇用 １名（16h/週）

・センター利用許可、利用料徴収

・施設の維持管理

○まちづくり交付金（案）

【集落支援業務】

・事務局運営

事務局員雇用 ２名（37.5h/週）

・集落支援事業

集落内の点検、集落内での話合い

集落の維持、活性化の取組

地区内団体の事務局

（区長会、地区同推協、その他）

【まちづくり事業】

・生涯学習、地域振興、地域課題解決を図るための事

業に関する企画、運営

社会教育活動、健康教室、ふれあい食堂、

サークル活動、講演会など

○地域づくり補助金（案）

・地域の困りごとの解決や地域振興に関する持続可能

で特色ある取組みを支援（共助交通実証実験、加工

販売など）

・限度額 100 万円、2年間

R４年度 古布庄まちづくり協議会 活動内容

生涯学習事業（従来の公民館事業） まちづくり事業（地域活性化、課題解決）

防災訓練、女性教室、教養講座、エンジョ

イ school、おやこのたのしいじかん、せい

ごうキッズ、ソフトバレーボール大会、町

民運動会、卓球大会、グラウンドゴルフ大

会（春季・秋季）、古布庄まつり２０２２、

巨木の郷二人三脚検討、ノルディックウォ

ーキング

たすけあい交通、視察研修会、行政要望のとり

まとめ、警察署との連携、人権・同和教育の推

進、区長会の開催、百歳体操、ものづくり教室、

森のトレーニング教室、トレーニングルーム

の活用、あろえの会（介護者家族のつどい）、

ニュースポーツ体験会、古布庄夜市、森のカフ

ェみなくる、地域の魅力発信事業、園庭の再生

と活用、手作りマスク販売、そば作り、こんに

ゃく作り、黒大豆作り



　まちづくりセンター化推進事業経過

地区 内  容

八橋 Ｒ3.12     地域づくりヒアリング
Ｒ4.3  地域づくりワークショップ開催予定
     であったがコロナの影響で中止

浦安 Ｒ3.11  地域づくりワークショップ開催（公運協、スポ
    推）

下郷 Ｒ2.11 3地区合同地域づくりワークショップ（区長、公
    運協）
Ｒ3.12 人口減の講話（公運協、教養体育部長会）
Ｒ4.1   人口減の講話（区長会）

上郷 Ｒ2.11 3地区合同地域づくりワークショップ（区長、公
    運協）
Ｒ５.１  区長会でまちづくりセンターについて協議予定

古布庄 Ｒ1.10 地域づくりワークショップ
Ｒ2年度 古布庄の在り方検討会（３回実施）
Ｒ3.4   まちづくりセンター化にむけた町長との
    意見交換会
Ｒ3.10 まちづくり協議会設立準備会立上げ
    （全４回実施）
Ｒ3.11 協議会設立に向けた住民説明会（３回実施）
Ｒ4.2   古布庄まちづくり協議会設立総会
Ｒ4.4     まちづくりセンターモデル事業開始
Ｒ5.4  まちづくりセンター化予定

【これまでの取組】
・Ｒ１年度から地区ごとに人口ビジョンを作成するとともに、地域づくりワークショップを推進し、住民の課題意識に対するアプローチを行ってきた。
・Ｒ３年度は隔月で全地区の公民館職員と集落支援員が参集する合同職員会を開催し、各地区の進捗状況の情報交換を実施。
　【町内全体での取組】
・Ｒ３年２月全町区長会にてまちづくりセンター構想説明　　・Ｒ３年度行政懇談会にてまちづくりセンター構想説明

地区 内  容

赤碕 Ｒ3.12 地域づくりワークショップ開催
Ｒ4.11   まちづくり講演会（区長、公運協）

安田 Ｒ3.6  まちづくりセンター設立準備会立上げ
     （これまでに１２回開催）
Ｒ3.7  まちづくりセンター連絡協議会立上げ
     （これまでに５回開催）
Ｒ3.8-9 各集落説明会（全住民）
Ｒ4.4  先進地視察（智頭町 隼ラボ）
Ｒ4.5  まちづくりセンター説明会・ワークショップ   
    （全住民）
Ｒ5.2     新組織設立予定

成美 Ｒ3.11 地域づくりワークショップ開催
Ｒ4.6   先進地視察（南部町 キナル南部）
Ｒ4.7  公民館運営協議会でまちづくりセンター講話

以西 Ｒ2.11 3地区合同地域づくりワークショップ開催（公運
    協、協議会）
Ｒ3.12 灘手地区振興協議会先進地視察（公運協、協議
    会役員）
Ｒ4.9   まちづくりセンター化に向けた協議開始
Ｒ5.4   まちづくりセンターモデル事業実施予定



議案第２４号

琴浦町スポーツ推進委員の任命について

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３２条第２項並びに琴浦町

スポーツ推進委員に関する規則第３条及び第４条の規則により、次の者を

委員に任命したいので、本委員会の同意を求める。

令和４年１１月３０日提出

琴浦町教育委員会教育長 田中 清治



１ スポーツ推進委員の氏名等

２ 任期 令和４年１２月１日～令和５年３月３１日

氏 名 住 所 地区 備考

１ 髙見 富美子 琴浦町大字槻下 933 番地 59 浦安



議案第２５号

令和４年度補正予算要求（１２月補正）について

令和４年度教育費補正予算を要求することについて、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、本

委員会の意見を求める。

令和４年１１月３０日 提 出

琴浦町教育委員会教育長 田 中 清 治



令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 1 2

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 1515 事業名 学校保健特別対策事業 事業区分 ■新規 □継続
担当課 教育総務課 担当係
予算区分 款 教育費 項 教育総務費 目 事務局費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

0 980 490 0 0 0 490 学校保健特別対策補助金　490千円

補正後 980 980

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

消耗品費
7校×140,000円

(例)消毒液、ペーパータオル、ハンドソープ等
980

国1/2
町1/2

合計 980

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要
新型コロナウィルス感染症対策に必要な消耗品を購入する。
１校あたり１４万円を上限として学校ごとに必要な消耗品の購入に充てるもの。

補正の内容

これまでの
取組状況や
改善点等

　国の補助事業を活用して実施する事業（これまで２回実施）であり、Ｒ２年度から継続して感染防止に取り
組んでいる。

15-1



令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 2.3 1

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 256、277 事業名 小学校管理費・中学校管理費 事業区分 □新規 ■継続
担当課 教育総務課 担当係 総務係
予算区分 款 教育費 項 小学校費・中学校費 目 小学校管理費ほか

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

63,623 1,200 1,200

補正後 64,823 13,511 51,312

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

除雪委託料

学校駐車場の除雪にかかる委託料
　小学校(配分外)　＠200千円×5校＝1,000,000円
　中学校(配分外)　＠200千円×1校＝200,000円
　　＊東伯中学校は役場駐車場を使用するため計上していない。

1,200 単町

合計 1,200

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 　大雪時の学校駐車場の除雪費用を計上する。

補正の内容

15-2



令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 2.3 1

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

電気代

4
一般会計

事業番号 257ほか 事業名 一般経常経費（各学校配分） 事業区分 □新規 ■継続

担当課 教育総務課 担当係
予算区分 款 教育費 項 小学校費・中学校費 目 学校管理費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

46,206 10,909 10,909

補正後 57,115 57,115

（単位：千円）
細事業等 内容 補正額 財源内訳

八橋 浦安 聖郷 赤碕 船上 東伯中 赤碕中 合計

1,309 1,309 1,283 1,364 1,141 2,929 1,574 10,909

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 　電力価格高騰により各学校にかかる電気代を増額補正する。

単町
補正の内容

15-3



令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 2.3 2

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 262・280 事業名 一般教育振興費 事業区分 □新規 ■継続
担当課 教育総務課 担当係
予算区分 款 教育費 項 小学校費・中学校費 目 教育振興費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

33,297 1,186 1,185 1 寄附金

補正後 34,483 1,646 554 2,636 29,647

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

教材備品購入費
【小学校】

小学校の教材備品購入費にあてるもの。 1,186 寄附金

合計 1,186

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要
　町内事業所等から小学校の教育振興を目的とした寄附の申し出を受けたため、目的に沿った整備を行うも
の。

補正の内容
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 2.3 2

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号
263～265
382･383

事業名 一般教育振興費(各学校配分) 事業区分 □新規 ■継続

担当課 教育総務課 担当係
予算区分 款 教育費 項 小中学校費 目 教育振興費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

11,745 500 500 0 寄附金

補正後 12,245 900 11,345

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

図書購入費
小学校の図書購入費に充てる。
　10万円×5校 500 寄附金

合計 500

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要
町内事業所から各小学校図書読書活動の推進を目的とした寄附の申し出を受けたため、目的に沿った整備を行
うもの。

補正の内容
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 5 4

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 353 事業名 学校給食事業 事業区分 □新規 ■継続
担当課 教育総務課 担当係 学校給食センター
予算区分 款 教育費 項 保健体育費 目 給食センター運営費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

169,846 3,783 3,783

補正後 173,629 84,041 89,588

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

光熱水費
　給食センター電気代　増額３,５６８千円
　　電気代の値上げのため　

3,568 単町

賄材料費

　賄材料費　増額２１５千円
  　給食用牛乳の単価改定（鳥取県より価格変更通知)により
　　　変更単価：2.16円（変更前57.06円→変更後59.22円）
　　　変更時期：令和4年12月～
　　　児童生徒：1,243人×69食×2.16円＝185,257円　
　　　教職員等：  198人×69食×2.16円＝ 29,510円

215 単町

合計 3,783

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要
　電力価格高騰により学校給食センターにかかる電気代を増額。
　飼料価格の高騰等により生乳の生産コストが大幅に上昇している中、鳥取県給食用牛乳について期中価格改
定がなされることから、必要経費を増額。

補正の内容
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 4 5

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 325 事業名 生涯学習センター管理費 事業区分 □新規 ■継続
担当課 社会教育課 担当係 生涯学習係
予算区分 款 教育費 項 社会教育費 目 生涯学習センター運営費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

34,827 5,100 5,100

補正後 39,927 395 3,062 36,470

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

燃料費
（空調設備）

燃料価格の高騰（円安、ウクライナ情勢により燃料調達のコスト
増）及び換気による空調効率の低下により、今後の執行見込みが
増額することが想定されるため対応するもの。

2,200 単町

光熱水費
（電気代）

燃料調整費の増加（電力会社の燃料調達コスト増）等の要因によ
り今後の執行見込みが増額することが想定されるため対応するも
の。

2,900 単町

合計 5,100

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 施設の空調設備使用の燃料費および電気料金の価格高騰にともなう増額

これまでの
取組状況や
改善点等

補正の内容
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 5 3

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 351 事業名 東伯総合公園管理事業 事業区分 □新規 ■継続
担当課 社会教育課 担当係 社会体育係
予算区分 款 教育費 項 保健体育費 目 体育施設費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

16,009 1,867 1,867

補正後 17,876 1,434 16,442

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

燃料費
（施設暖房費）

燃料価格の高騰（円安、ウクライナ情勢により燃料調達のコスト
増）及び換気による空調効率の低下により、今後の執行見込みが
増額することが想定されるため対応するもの。

167 単町

光熱水費
（電気代）

燃料調整費の増加（電力会社の燃料調達コスト増）等の要因によ
り今後の執行見込みが増額することが想定されるため対応するも
の。

1,700 単町

合計 1,867

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 ・ガソリン代・灯油、電気代の価格高騰に伴う増額

これまでの
取組状況や
改善点等

補正の内容
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

9 5 3

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 417 事業名 農業者トレーニングセンター運営 事業区分 □新規 ■継続
担当課 社会教育課 担当係 社会体育係
予算区分 款 教育費 項 保健体育費 目 体育施設費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

2,077 100 100

補正後 2,177 142 2,035

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

光熱水費
（電気代）

燃料調整費の増加（電力会社の燃料調達コスト増）等の要因によ
り今後の執行見込みが増額することが想定されるため対応するも
の。

100 単町

合計 100

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 ・ガソリン代の価格高騰に伴う増額

これまでの
取組状況や
改善点等

補正の内容
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

2 1 5

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 817 事業名 カウベルホール管理 事業区分 □新規 ■継続
担当課 社会教育課 担当係 学芸文化係
予算区分 款 総務費 項 総務管理費 目 財務管理費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

1,626 164 164

補正後 1,790 1,790

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

光熱水費
（電気代）

燃料調整費の増加（ウクライナ情勢により燃料調達のコスト増）
等の要因により今後の執行見込みが増額することが想定されるた
め対応するもの。

164 単町

合計 164

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 施設の電気料金の執行見込み額にともなう増額

これまでの
取組状況や
改善点等

補正の内容
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

12 1 1

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4

事業番号 1155 事業名 国県支出金返納金 事業区分 □新規 ■継続
担当課 人権・同和教育課 担当係 同和対策係
予算区分 款 諸支出 項 諸費 目 国県支出金返納金

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月専決

0 501 501

補正後 501 501

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

国県支出金返納
金

令和3年度交付決定額 10,201,000円
令和3年度実績確定額  9,700,000円
    返納金             501,000円

501 単町

合計 501

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 　令和3年度隣保館運営費等補助金額の確定に伴い補助金の返還を行うもの。

補正の内容

これまでの
取組状況や
改善点等
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

3 1 4

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 570 事業名 東伯隣保館運営費 事業区分 □新規 ■継続
担当課 人権・同和教育課 担当係 同和対策係
予算区分 款 民生費 項 社会福祉費 目 隣保館運営費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

2,477 87 65 22

補正後 2,564 1,839 26 699

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

維持管理費
光熱水費　増額　87千円
所要見込額　 563,700円
予算額　　　 477,000円　　　　必要額　86,700円

87
国2/4
県1/4
町1/4

合計 87

重要業績 年度毎 指標 研修会等でのア 研修会等でのア 研修会等でのア 研修会等でのア 研修会等でのア

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 電気代高騰により所要額が不足するため。

補正の内容

これまでの
取組状況や
改善点等
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令和 年度 事業説明書
１　基本情報

3 1 4

２　補正後の事業費等

３　事業の概要

4
一般会計

事業番号 571 事業名 赤碕隣保館運営費 事業区分 □新規 ■継続
担当課 人権・同和教育課 担当係 同和対策係
予算区分 款 民生費 項 社会福祉費 目 隣保館運営費

財源内訳

国庫
支出金

県支出金 その他 起債 一般財源

6号補正
12月定例

2,927 487 365 122

補正後 3,414 2,365 117 932

（単位：千円）

細事業等 内容 補正額 財源内訳

維持管理費
光熱水費　増額 487千円
所要見込額　972,000円
予算額　　　485,000円　　　　必要額　487,000円

487
国2/4
県1/4
町1/4

合計 487

重要業績 年度毎 指標 研修会等でのア 研修会等でのア 研修会等でのア 研修会等でのア 研修会等でのア

項目 補正前
今回

補正額
備考

補正の概要 電気代高騰により所要額が不足するため。

補正の内容

これまでの
取組状況や
改善点等
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議案第２６号

赤碕中学校学校運営協議会委員の任命について

琴浦町学校運営協議会規則（令和３年琴浦町教育委員会規則第７号）第８条第

１項の規定に基づき、次の者を委員として任命したいので、本委員会の同意を求

める。

令和４年１１月３０日 提 出

琴浦町教育委員会教育長 田 中 清 治



学校運営協議会委員（推薦）

学校名（ 琴浦町立赤碕中学校 ）

氏 名 所属・役職等 備考（住所）

１ 松本 昭範 赤碕地区公民館主事

２ 野間田 澄幸 ボランティアコーディネーター

３ 富松 幸夫 安田地区公民館主事

４ 澤田 直美 赤碕文化センター

５ 西田 葉子 以西地区公民館主事

６ 井上 英之 地域住民（清元院住職）

７ 中村 慎二 学識経験者（前東伯中校長）

８ 石賀 京子 民生児童委員

９ 家森 あい 地域住民（鳴り石の浜Ｐ）

10 田口 隆晟 地域住民（県外移住）

11 林 美和 琴浦町社会福祉協議会

12 髙尾 裕子 ＰＴＡ代表

13 山本 稔 赤碕中学校校長

15


